
相続対策セミナー
いざという時に慌てない為に知っておきましょう。

講師
〒899-5421

⿅児島県姶良市東餅⽥１２７０番地１２
あいら⾏政書⼠坂元勝事務所
代表 坂元 勝
0995-65-7688 / 090-9651-5260



当事務所のご紹介
平成30年4⽉に⾏政書⼠事務所を開業。現在では、⿅児島県内での相続案件は、
⽉間平均5件〜10件前後でご相談をお受けしております。

今ではGoogle検索で「姶良市 ⾏政書⼠」を⼊⼒するとマップでトップ表⽰されます。
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相続発生時の一般的なスケジュール
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公共料金等の引落先変更の連絡

故人様の通帳を3カ⽉ほど遡って、引落のある公共料金等の引落先変更
や停⽌⼿続きを⾏います。

名義変更する場合
→引続き誰かがお住まいになるような場合や、管理していくような場合

停⽌・解約等の⼿続きをする場合
→どなたもお住まいにならない、管理されない場合

対象となるものの例
・電気、ガス、水道
・クレジットカード
・健康食品等定期的に頼んでいるもの
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各保険会社への連絡

故人様の保険証券を確認して保険会社さんへ連絡をします。

生命保険
対象・・故人様が被保険者、契約者となっているもの
死亡保障の非課税枠・・相続人1人当たり500万円までが非課税枠となります。
例）相続人3名、死亡保障2000万円の場合、500万円だけが相続財産となりま
す。

⾃動⾞などの損害保険
損害保険会社へ契約者が変わる旨の連絡をします。

火災保険
どなたかがお住まいになるか、管理されることになる場合は、契約者
変更の必要があります。
出来る限り早めに連絡をします。
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戸籍類の収集

戸籍を収集する理由
相続人の特定のため=第三者に相続人を⽰す為

収集する戸籍の種類
一般的には
被相続人・・出生から死亡まで
相続人・・・現在戸籍+住⺠票

兄弟相続の場合
被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍が追加で必要

相続⼿続きの一番最初の難関。実は一番大変な部分となります。
特に兄弟相続の場合は、取得が困難となります。

詳しくは、専門家への個別ご相談をお勧めします。
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戸籍のサンプル

現在戸籍のサンプル

改正原戸籍のサンプル
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法定相続人の範囲
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法定相続情報一覧図の作成 法定相続情報一覧図の⾒本

作成のメリット
・相続人の特定出来る戸籍を１通ずつのみで作成可能。
・郵送費等の実費のみで作成可能。何枚でも無料で請求可能。
・必要な⼿続き分の通数を請求すれば、⾊々な⼿続が平⾏して
進めることが出来る為、時間短縮になる。
・データは申出の⽇から５年間は保管され、後⽇別の⼿続きで
必要となった時に戸籍を紛失していても再請求が出来る。

申請できる法務局
(1)被相続人の本籍地（死亡時の本籍を指します。）
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地

詳しくは、専門家への個別ご相談をお勧めします。
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財産調査

故人様の財産を調査します。

調査の対象の一例
・銀⾏預貯金（一般的には通帳より確認）
・株式調査（証券など）
・不動産調査（法務局・市役所など）
・⺠間の個人年金保険
・債務（借金）関係

財産調査の結果、財産よりも債務が大きい場合は、相続人全員
で相続放棄の⼿続も検討します。

期限︓相続を知った時（一般的には死亡⽇）から３カ⽉以内
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遺産分割協議

相続人様全員で遺産分割協議をします。

遺産分割協議の例
・みんなで集まって⾏う
・代表者が相続人全員の意思確認を⾏う（電話・Zoomなど）

決める内容・・（あれば）遺⾔書を使うか︖、誰がどの財産を相続するか︖

【ワンポイント】
後⽇、遺産分割協議書に実印を貰い、印鑑証明書も一緒に付け
て貰うことになります。
ここで、全員に納得していただく事が、争い無く相続を進めて
いく最大のポイントです。
葬儀費⽤を捻出している、⼊所・⼊院費⽤を⽴て替えている等
の事情がある場合は、不満が残らないように説明出来る資料を
前もって準備することをお勧めいたします。

10



遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、、
法定相続情報一覧図・財産調査内容を基に、誰がどの財産を相続する
かを第三者（銀⾏・法務局など）に証明するもの

記載内容例
・相続人〇〇は〇〇を相続する

相続人全員の署名・実印による押印、印鑑証明書が必要になります。

作成する理由
第三者（銀⾏・法務局など）は、申出人が正当に財産を相続すること
を他の相続人が認めているかどうか判断がつきません。
このような制度が無ければ、例えば銀⾏は、相続人Ａさんに預金払い
戻し後、相続人Ｂさんからの責めを負う可能性があります。

遺産分割協議書の⾒本

詳しくは、専門家への個別ご相談をお勧めします。
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預金解約・不動産名義変更など

預金解約に一般的に必要な物
・銀⾏所定の⽤紙
・遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書
・法定相続情報一覧図（相続関係の分かる戸籍）
・委任の場合は委任状

不動産名義変更に一般的に必要な物
・不動産登記申請書
・不動産評価証明書⼜は名寄せ
・遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書
・法定相続情報一覧図（相続関係の分かる戸籍）
・委任の場合は委任状

詳しくは、専門家への個別ご相談をお勧めします。
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相続税の申告

相続税の計算

相続財産が、以下の計算式の数字を超えた場合、相続税申告が必要です。

３，０００万円＋（相続人数×６００万円）

逆に超えない場合は、申告は不要です。

【注意してください】
・土地の固定資産税評価額と相続税の計算に使⽤する数字は違います。
・お亡くなりになる直近３年以内の金銭などの受渡は、１１０万円以内
の暦年贈与とみなされず、相続税の計算に⼊れる必要があります。
・どこまでが財産に⼊るのかは、一般の方では分かりにくい部分があり
ます。超えるか超えないか微妙な場合は一度専門家にご相談ください。

詳しくは、専門家への個別ご相談をお勧めします。
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最後に

一⾔で相続といっても、事情や状況は人それぞれです。
多数の方をサポートしてきましたが、まずは、スムーズな遺産分割協議をするこ
とを最優先に考えて頂き、⼿続き面の難しい部分は、相続に詳しい専門家にお願
いした方が、時間の短縮と精神的な安定などに繋がるように感じます。

当事務所でも、個別相談は６０分初回無料で対応しております。
ご相談ご希望の方は、下記連絡先へご連絡ください。
（今回は相続メインの資料になっておりますが、遺⾔書作成についても、メリッ
ト・デメリット含めてご案内可能です。）
ご相談時に状況に応じてお⾒積りさせて頂き、合意頂けた場合のみご契約となり
ますので、ご安心ください。

【連絡先】
電 話︓０９９５－６５－７６８８／０９０－９６５１－５２６０
メール︓sarumoto35@gmail.com

LINE登録
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